
（事前説明第 2 号について事務局より説明） 

 

（質疑等の要旨） 

委 員 ： 説明会の参加者が 0 人だが、どのような広報をしたのか。 

事務局 ： 市のホームページや市報に掲載し、説明会の広報をしている。また、各町

会などに事前に案内して周知を行った。前回の都市計画審議会の報告の前に

も町会長などに事前説明を行い、理解を得たと考えている。 

委 員 ： この計画自身、住民に不利になるようなものではないと理解しているが、

参加者が 0 人ということで広報が悪かったのではないかと考えている。広報

が悪かったのではなく、住民の方が計画について理解したので説明会の参加

者が 0 人だったという認識でよいか。 

事務局 ： 事前の説明で充分に理解を得たと考えている。当区画整理事業の計画が区

域内の住民へ権利制限をかけ影響を与えるものでなかったこと、また、都市計

画決定されたのが昭和 30～40 年代であり、計画自体知らなかったとの住民意

見もあったことから、今回の説明会の参加者が 0 人という結果については関

心が低かったものと考えている。 

 


